
道路関係許可申請の流れ
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〒２４３－００１６

神奈川県厚木市田村町２－２８（厚木南合同庁舎３階）

神奈川県厚木土木事務所

許認可指導課

E-mail: atudo.1915.kyoshi@pref.kanagawa.lg.jp

（道路維持課）（許認可指導課）

電話 ０４６－２２３－１７１１（代）

FAX　０４６－２２２－７２５９

土木事務所申請者 説　    明

許可書受領
申請及び許可書の受領は、郵送対応が可能です。
郵送をご希望される場合は、返送用封筒を提出し
てください。
使用料は、許可日より１週間以内に「納入通知
書」を郵送しますので、金融機関にて納付手続き
を行ってください。

許可申請
道路占用許可申請での標準処理期間は、土日祝日
及び補正期間を除く30日間です。
申請書類記載内容の確認及び、追加書類等の提出
依頼等の補正期間は上記処理期間から除きます。
円滑な審査のため、あらかじめ事前相談をいただ
くことをおすすめします。

受　　理許可申請

補正対応

審　　査

許　　可

許可書受領
使用料等
納入通知書

使用料等納付

事前相談

受　　理工事着手届 工事着手届
電子メール又は神奈川県電子申請システムでの届
出が可能です。

※工事着手後、申請図と異なる内容での施工が必
要となった場合は、速やかに担当までご相談くだ
さい。

（施工内容に変更が生じた場合）
対応協議（変更申請検討）

工事完了届
工事完了届
写真を添えてご提出ください。
添付する施工写真は、「道路占用掘削工事出来形
管理用写真撮影要領」をご確認のうえ作成してく
ださい。
 ※ 施工状況が写真にて確認できない場合、
    再施工が必要となる場合がありますので、
  　写真の撮り忘れのないようご注意ください。

工事完了検査

再施工指示
（又は書類補正）

再施工
（完了届）

受　　理

事前調査・書類作成
道路占用許可基準及び構造基準は、ホームページ
に掲載しています。道路区域・境界確定図の有無
は、許認可指導課で、車道の舗装構成(掘削規制)
は道路維持課窓口でご確認ください。
申請に際し不明な点は、事前相談にてご確認くだ
さい。

事前相談
許可の要否の確認や、具体な施工方法、申請に必
要となる書類等をあらかじめ確認するために行う
打合せです。
工事実施方法の詳細を事前に十分に詰めておくこ
とにより、申請後の審査事務が円滑にすすみま
す。
他の申請者と施工範囲が重なる工事については、
施工範囲の合わせ図がないと復旧範囲が適正化審
査することができないため、あらかじめ事業者間
で調整していただきますようお願いします。

事前相談①
施工方法等協議

事前相談②
申請書形式審査

許可基準
道路区域
境界確定図

資料調査
現地調査

構造基準
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厚木土木 許認可指導課


